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平成25年度

平成25年度
　3月中旬に、それぞれの地区を担当する収集業者が各戸に配布します。
　なお、外国語（英語・中国語・韓国語・ポルトガル語）版、点字版、
朗読テープもあります。ご希望の方は、お問い合わせください。

　次のいずれかに該当する世帯には、申請により指定収集袋を交付します。
対　象
　○生活保護受給世帯
　○児童扶養手当および特別児童扶養手当受給世帯
　○身体障害者手帳の障がいの程度が1級または2級である方を含む、
世帯構成員全員（同居者すべて）の町民税が非課税である世帯

　○精神障害者保健福祉手帳の障がいの程度が1級である方を含む、
世帯構成員全員（同居者すべて）の町民税が非課税である世帯

　○愛の手帳（療育手帳）の障がいの程度が1度または2度である方を含む、
世帯構成員全員（同居者すべて）の町民税が非課税である世帯

年間交付枚数
　◆燃やせるごみ用 110枚 ◆燃やせないごみ用 30枚
　※枚数は、申請月により異なります。
交付する袋の大きさ
　4人世帯までは中袋（20㍑）　5人世帯以上は大袋（40㍑）
受付日時　3月21日㈭～平成26年3月14日㈮
              午前8時30分～午後5時
　　　　 （土・日曜日、祝日は除きます）
受付（交付）場所　環境課 清掃係

持ち物　印鑑、マイバッグ、下記の対象世帯である  
　　　　ことが確認できるもの
○生活保護受給世帯…
生活保護受給決定通知書を提示してください
（平成25年1月15日以降に受給を開始された方のみ）
○児童扶養手当および特別児童扶養手当受給世帯…
　証書の写しを提出してください
○身体障害者手帳、精神障害者保健福祉手帳、愛の手帳
　（療育手帳）の交付を受けている方…
　手帳を提示してください問合せ　環境課　　557―7706

　交付された指定収
集袋を入れるための
マイバッグをご用意く
ださい。

ごみ・資源物収集カレンダーを配布

指定収集袋（ごみ袋）の交付について

ごみ・資源物収集カレンダーの配布と指定収集袋の交付
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電話予約サービスによる
各種証明書について

　電話予約サービスとは、住民票の写し・印鑑登録証明書・税
の証明書交付について電話で予約を受け付け、平日の夜間や休
日に交付するサービスです。

1. 役場の担当窓口（表 1をご覧ください）に電話していただきます。
2. 担当者から請求者や必要な書類を確認させていただきます
　（印鑑登録証明書の予約には登録証の番号が必要です）。
3. 受取日を指定していただきます。
※予約受付時間は平日午前 9時から午後 5時までです。

予約の方法

受け取りの方法
1. 予約した受け取り日の下記の交付時間内に役
　場へお越しいただきます。

2. 請求書に記入の上、本人確認させていただいた後、手数料と
　引き換えに交付します。
※つり銭のないように小銭をご用意ください。

住民票の写し・印鑑登録証明書

町・都民税課税（非課税）証明書

住民課　住民係
☎557―7548
税務課　住民税係
☎557―7519

土地・家屋（評価・公課・課税台帳記載事項・所在）証明書
納税証明書（町・都民税、固定資産税、都市計画税、軽自動車
税、国民健康保険税）

税務課　資産税係
☎557―7528
税務課　納税係
☎557―7529

♦表 1　証明書の種類と担当窓口（問合せ先）　手数料は 1通 200 円です。

交付場所　瑞穂町役場 1階　宿直室
　　　　　（入口は庁舎裏（北）側です）
必要なもの　運転免許証・パスポートなど本人を
　　　　　　証明できるもの
※印鑑登録証明書は印鑑登録証が必要です。

平日 午後5時15分～午後9時30分

土・日曜日、祝日
その他の閉庁日 午前8時30分～午後9時30分

■窓口時間延長サービス（住民課・税務課の一部窓口）
毎週木曜日の窓口受付時間を午後８時まで延長していますのでご利用ください。
※住民異動届（転入、転出、世帯変更等）と戸籍届出書受理事
務、仮ナンバー貸出事務については実施していませんのでご了
承ください。

問合せ 住民課　　557－7548
税務課　　557－7519
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町税等の納付は期限内に

町税等をコンビニエンスストアで納付できるようになります

税金の納め忘れはありませんか？

　4月1日から、町税などを休日・夜間を問わず納付できるよう、コンビニエンスストアでの収納の取り扱いを開始します。

　対象となる税目　町・都民税（普）、固定資産税・都市計画税、固定資産税（償却資産）、軽自動車税、国民健康保険税

　○次の場合はコンビニエンスストアでの納付が
　　できません
　▶納付書にバーコードが印字されていない
　▶納付書にバーコードが印字されているが読
　　み取れない
　▶金額を訂正している
　▶金額が30万円を超えている

　○いずれも国内全ての店舗で納付できます
　○納付書は、納期別に1枚ずつに分かれてい
　　るため、納期・内容を十分確認して納付し
　　てください

　取扱店舗　エブリワン、くらしハウス、ココストア、コミュニティ・ストア、サークルK、サンクス、スリーエイト、ス　
             　　　リーエフ、生活彩家、セーブオン、セブン－イレブン、デイリーヤマザキ、ファミリーマート、ポプラ、ミニス
　　　　　　  トップ、ヤマザキデイリーストアー、ローソン、MMK（NEWDAYSの一部店舗を除く）設置店

バーコードが
ついています ↑取り扱いのできる納付書（例）

延滞金
　納期限が過ぎた税金に

ついては、税額・滞納期

間に応じて延滞金が発生

します。

財産調査
　金融機関、勤務先、生

命保険会社へ預金額・

給与等の調査を行いま

す。

公売
　押収した差押物品や

不動産等の差押物件を

売却し、その代金を税金

に充てます。

差押・捜索
　預貯金、給与、不動産
等の差押、自動車、オー
トバイなどはタイヤ
ロックによる差押えを
し、差押物件を発見する
ために自宅等の捜索を
行います。

問合せ 税務課　　557－7529

　町では、何らかの事情により納付が困難な方の納税相談を随時行っていますが、正しく納税されている方がいる
一方、一部の滞納者により税の公平性の確保が危ぶまれています。
　公平性を保つため、滞納者に対しては、下記のような対応をしています。
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